
2015年 １０⽉試験
ファイナンシャル・プランニング技能検定

３級 保険顧客

実施⽇① ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇② ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇③ ◆     年  ⽉  ⽇

試験時間 ◆ 60分

FP ３級 保険

資産相談業務

１．受検する科⽬の問題⽤紙と解答⽤紙が正しく配付されているかどうかを確認し、誤った⽤
紙が配付されている場合は挙⼿してください。「問題⽤紙左上部の科⽬の略称」と「解答
⽤紙左上部の科⽬の略称」の⼀致を確認してください。

２．本試験の出題形式は、三答択⼀式５題（15問）です。
３．筆記⽤具、計算機（プログラム電卓等を除く）の持込みが認められています。
４．試験問題については、特に指⽰のない限り、法令基準⽇（１⽉・５⽉試験は前年10⽉1⽇、
９⽉試験はその年の４⽉１⽇）現在において施⾏の法令等に基づいて解答してください。
なお、東⽇本⼤震災の被災者等に対する各種特例等については考慮しないものとします。

５．試験時間中は、乱丁・落丁、印刷不鮮明に関する質問以外はお受けできません。
６．不正⾏為があったときは、すべての解答が無効になります。
７．解答⽤紙の注意事項を必ずお読みください。
８．その他、試験監督者の指⽰に従ってください。
９．途中退出はできません。

★ 注 意 ★



【第１問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問1》〜《問3》）に答えなさい。

3級実技（保険顧客資産相談業務 2015.10）－1－

 Aさん（53歳）は、飲⾷店を経営する個⼈事業主である。店の規模は⼩さいが、常連客も多

く、収⼊は安定している。

 Aさんは、これまで国⺠年⾦のみに加⼊しているが、過去に国⺠年⾦の保険料について免除を

受けていた期間があるため、⾃分の公的年⾦がどのくらい⽀給されるのか不安を感じている。

そこで、Aさんは懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにし

た。

 なお、Aさんに関する資料は、以下のとおりである。

＜Aさんに関する資料＞

1962年４⽉18⽇⽣まれ

公的年⾦の加⼊歴（⾒込み期間を含む）

《設 例》

Aさんは、現在および将来においても、公的年⾦制度における障害等級に該当する障害の状

態にないものとする。

※

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問１》 はじめに、Mさんは、国⺠年⾦の制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明
した以下の⽂章の空欄①〜③に⼊る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

 「国⺠年⾦に加⼊しているAさんは、原則として65歳から⽼齢基礎年⾦を受給することがで

きます。ただし、65歳から⽼齢基礎年⾦を受給するためには、原則として（ ① ）年の受給

資格期間を満たす必要があります。Aさんは、現時点において⽼齢基礎年⾦の受給資格期間を

満たしています。

 年⾦額を増やす⽅法として、Aさんが付加保険料を納付した場合、原則として65歳から⽼齢

基礎年⾦と、『（ ② ）円×付加保険料納付済期間の⽉数』の式で計算した付加年⾦を受け

取ることができます。

 また、⽼齢基礎年⾦の受給資格期間を満たしている者は、原則として、60歳から65歳になる

までの間に⽼齢基礎年⾦の繰上げ⽀給を請求することができます。なお、繰上げ⽀給を受けた

場合、繰上げ１カ⽉当たり（ ③ ）％の割合で年⾦が減額されることに注意してください」

1）① 10  ② 200  ③ 0.4

2）① 25  ② 400  ③ 0.4

3）① 25  ② 200  ③ 0.7

《問２》 次に、Mさんは、Aさんが⽼齢基礎年⾦の受給を65歳から開始した場合の公的年⾦の額
を試算した。Mさんが試算した⽼齢基礎年⾦の額の計算式として、次のうち最も適切なものはど
れか。なお、⽼齢基礎年⾦の年⾦額は、2015年度価額に基づいて計算するものとする。

1）780,100円×
444⽉

480⽉

2）780,100円×
444⽉＋36⽉×1／2

480⽉

3）780,100円×
444⽉＋36⽉×1／3

480⽉

《問３》 最後に、Mさんは、国⺠年⾦の保険料について説明した。MさんのAさんに対する説明と
して、次のうち最も不適切なものはどれか。

1）「国⺠年⾦の保険料は前納することができます。前納した場合は、前納期間に応じて保険料の

割引があります」

2）「国⺠年⾦の保険料の納付⽅法は、納付書による現⾦納付や⼝座振替のほかに、クレジットカ

ードにより納付することもできます」

3）「毎⽉の保険料はその⽉の末⽇が納期限となりますが、納期限までに納付しなかった保険料

は、納期限から３年間に限り、遡って納めることができます」

〈© FP3級ドットコム 無断転載を禁じます〉 －2－



【第２問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問4》〜《問6》）に答えなさい。

3級実技（保険顧客資産相談業務 2015.10）－3－

 個⼈事業主であるAさん（45歳）は、妻Bさん（44歳）と⻑男Cさん（14歳・中学２年⽣）の

３⼈で賃貸マンションに居住している。最近、多くの同業者が⽼後の⽣活資⾦の準備をしてい

ることを知り、Aさん⾃⾝も⽼後の⽣活資⾦の準備について検討したいと考えている。また、現

在加⼊している⼀時払養⽼保険が満期を迎えることもあり、⽣命保険の⾒直しについても検討

したいと思っている。そこで、Aさんは懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさん

に相談することにした。

 なお、Aさんの現在の収⼊および資産状況に関する資料等は、以下のとおりである。

＜Aさんの現在の収⼊および資産状況に関する資料＞

700万円（Aさんは70歳になるまで働く予定）

450万円

Aさんおよび妻Bさんともに、20歳から現在まで第１号被保険者として国⺠年⾦に加⼊し、

保険料の未納期間や免除期間はない。

＜Aさんが加⼊している⽣命保険の契約内容＞

① 終⾝保険（60歳払込満了、特約付加なし）

② ⼀時払養⽼保険（保険期間10年）

《設 例》

・収⼊⾦額 ：

・現在の貯蓄額：

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問４》 はじめに、Mさんは、⽼後の⽣活資⾦を準備するための諸制度について説明した。Mさ
んが、Aさんに対して説明した以下の⽂章の空欄①〜③に⼊る語句または数値の組合せとして、次
のうち最も適切なものはどれか。

i. 『国⺠年⾦基⾦』

「国⺠年⾦基⾦は、国⺠年⾦の第１号被保険者を対象に、⽼齢基礎年⾦に上乗せする年⾦を

⽀給する任意加⼊の年⾦制度です。なお、国⺠年⾦基⾦の加⼊員は、（ ① ）を納付する

ことができません」

ii. 『確定拠出年⾦の個⼈型年⾦』

「確定拠出年⾦の個⼈型年⾦は、将来の年⾦受取額が加⼊者の指図に基づく運⽤実績により

左右される年⾦制度です。通算加⼊者等期間が10年以上ある場合は、（ ② ）歳から⽼

齢給付⾦を受給することができます」

iii. 『⼩規模企業共済制度』

「⼩規模企業共済制度は、個⼈事業主や会社等の役員が、廃業や退職をした場合に必要とな

る資⾦を準備しておくための共済制度です。共済⾦（死亡事由以外）の受取⽅法には『⼀括

受取り』『分割受取り』『⼀括受取り・分割受取りの併⽤』がありますが、税法上、『⼀括

受取り』の共済⾦（死亡事由以外）は（ ③ ）所得として課税されます」

1）① 確定拠出年⾦の個⼈型年⾦の掛⾦  ② 60  ③ 雑

2）① 国⺠年⾦の付加保険料  ② 60  ③ 退職

3）① 確定拠出年⾦の個⼈型年⾦の掛⾦  ② 65  ③ ⼀時

《問５》 次に、Mさんは、⽣命保険の⾒直しにあたり、下記＜算式＞を参考にし、必要保障額の
考え⽅についてアドバイスをした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適
切なものはどれか。
＜算式＞

必要保障額＝遺族に必要な⽣活資⾦等の総額－遺族の収⼊⾒込⾦額

1）「通常、必要保障額は⼦どもの成⻑とともに逓減していきます。⼦どもの『進学』・『就職』

など、節⽬となる時点の必要保障額を算出し、定期的に⾒直しをすることが⼤切です」

2）「必要保障額を計算するうえで、遺族の収⼊⾒込⾦額に含まれる公的年⾦の遺族給付の概要を

正しく把握する必要があります。仮に、現時点でAさんが死亡した場合、妻Bさんが65歳にな

るまで遺族基礎年⾦が⽀給されます」

3）「賃貸マンションにお住まいのAさんが死亡した場合、その後の住居費⽤を遺族に必要な⽣活

資⾦等の総額に含める必要があります。居住形態が持ち家の場合と賃貸の場合では必要保障額

の計算結果が⼤きく異なることがあります」

〈© FP3級ドットコム 無断転載を禁じます〉 －4－



《問６》 最後に、Mさんは、⽣命保険の⾒直しについてアドバイスをした。MさんのAさんに対す
るアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。

1）「⼀般に、個⼈事業主の遺族に遺族厚⽣年⾦や死亡退職⾦等が⽀払われることはないため、個

⼈事業主は会社員に⽐べて必要保障額が⼤きく算出される傾向があります。Aさんが現時点で

死亡した場合の必要保障額を算出したうえで、死亡保障の⾒直しを検討してください」

2）「Aさんが加⼊している終⾝保険の予定利率は、契約時期から判断して、現在よりも⾼いこと

が推察されます。終⾝保険はその解約返戻⾦を⽼後の⽣活資⾦として活⽤することもできます

ので、終⾝保険は継続されることをお勧めします」

3）「個⼈事業主が加⼊する国⺠健康保険では⾼額療養費制度が設けられていないため、会社員に

⽐べて医療費の⾃⼰負担額が多くなる傾向があります。医療保障の充実をご検討ください」

3級実技（保険顧客資産相談業務 2015.10）－5－



【第３問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問7》〜《問9》）に答えなさい。

《問７》 X社は、役員退職⾦規程によりAさんに役員退職⾦を⽀給する予定である。MさんのAさ
んに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。

1）「法⼈税法上、X社はAさんに対して『役員最終報酬⽉額×役員在任年数×功績倍率』の算式で

計算した額を超える役員退職⾦を⽀給することはできません」

2）「X社がAさんに⽀給する役員退職⾦のうち、役員退職⾦の額として相当であると認められる

額を超える部分については、法⼈税法上、損⾦の額に算⼊されません」

3）「AさんがX社から受け取る役員退職⾦は、所得税および住⺠税の課税対象となります。退職

所得の⾦額は、『退職⼿当等の収⼊⾦額－退職所得控除額』の算式で計算します」

〈© FP3級ドットコム 無断転載を禁じます〉 －6－

 X産業株式会社（以下、X社）の創業社⻑であるAさん（72歳）は、30年前にX社を設⽴し

た。Aさんは、今期限りで勇退することを決意している。X社は、Aさんの後任として、X社の専

務取締役としてAさんを補佐する⻑男Bさん（40歳）を社⻑に昇格させる予定である。

 Aさんは、⻑男Bさんの社⻑昇格に合わせ、⻑男Bさんが死亡した場合の事業保障資⾦の確保

や事業承継対策を⽬的とする⽣命保険への加⼊が必要と考えている。そこで、Aさんは、⽣命保

険会社の担当者であるMさんに相談したところ、下記＜資料＞の⽣命保険の提案を受けた。

＜資料＞Mさんが提案した⽣命保険の契約内容

《設 例》

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問８》 X社は、設例の⻑期平準定期保険（2019年７⽉7⽇までに契約するもの）への加⼊を検討
している。⻑期平準定期保険の第１回保険料払込時の経理処理（仕訳）として最も適切なもの
は、次のうちどれか。

1）

2）

3）

《問９》 Mさんは、設例の⻑期平準定期保険（2019年７⽉7⽇までに契約するもの）について説
明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

1）「仮に、X社が保険期間中に資⾦を必要とした際に、契約者貸付制度を利⽤することができれ

ば、当該保険契約を解約することなく、資⾦を調達することができます」

2）「仮に、当該保険契約を⻑男Bさんが65歳時点で解約した場合、多額の雑損失が計上されるた

め、解約した事業年度の経常利益が⼤幅に減少する可能性があります」

3）「仮に、X社の経営状態が悪化した場合、当該保険契約の解約返戻⾦を、売上や利益の減少を

カバーするための資⾦として活⽤することができます」

3級実技（保険顧客資産相談業務 2015.10）－7－



【第４問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問10》〜《問12》）に答えなさい。

〈© FP3級ドットコム 無断転載を禁じます〉 －8－

 会社役員のAさんは、妻Bさん、⻑男Cさんおよび⺟Dさんの４⼈暮らしである。Aさんは、

2023年中に養⽼保険の満期保険⾦を受け取っている。なお、Aさんの家族構成等は、以下のと

おりである。

＜Aさんとその家族に関する資料＞

会社役員

2023年中に、パートタイマーとして給与収⼊100万円を得ている。

⼤学院⽣。2023年中に、アルバイトとして給与収⼊30万円を得てい

る。

2023年中の収⼊は、公的年⾦のみであり、その収⼊⾦額は70万円であ

る。

＜Aさんの2023年分の給与収⼊に関する資料＞

1,200万円

1,005万円（所得⾦額調整控除適⽤後の⾦額）

＜Aさんが2023年中に満期を迎えた⽣命保険に関する資料＞

養⽼保険（特約付加なし）

2005年８⽉

Aさん

60歳

500万円

390万円

《設 例》

・Aさん（60歳） ：

・妻Bさん（54歳） ：

・⻑男Cさん（25歳）：

・⺟Dさん（84歳） ：

・給与収⼊の⾦額：

・給与所得の⾦額：

・保険の種類 ：

・契約年⽉ ：

・契約者(=保険料負担者) ：

・保険期間・保険料払込満了年齢：

・満期保険⾦額 ：

・正味払込済保険料 ：

妻Bさん、⻑男Cさんおよび⺟Dさんは、Aさんと同居し、⽣計を⼀にしている。※

Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。※

Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12⽉31⽇現在のものである。※

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問10》 Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なもの
はどれか。

1）「妻Bさんの合計所得⾦額は48万円以下であるため、Aさんは妻Bさんに係る配偶者控除の適

⽤を受けることができます」

2）「⻑男Cさんの合計所得⾦額は48万円以下ですが、年齢が22歳を超えているため、Aさんは⻑

男Cさんに係る扶養控除の適⽤を受けることができません」

3）「⺟Dさんの合計所得⾦額は48万円以下であるため、Aさんは⺟Dさんに係る扶養控除の適⽤

を受けることができます」

《問11》 Aさんの2023年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ
か。

1）「Aさんの場合、給与収⼊の⾦額が1,000万円を超えているため、他の所得⾦額の有無にかか

わらず、所得税の確定申告をする必要があります」

2）「所得税の確定申告書を申告期限内に提出することにより、⻘⾊申告特別控除の適⽤を受ける

ことができます」

3）「所得税の確定申告書は、原則として2024年２⽉16⽇から３⽉15⽇までの間に納税地の所轄

税務署⻑に提出しなければなりません」

《問12》 Aさんの2023年分の総所得⾦額は、次のうちどれか。

1）1,035万円

2）1,065万円

3）1,230万円

3級実技（保険顧客資産相談業務 2015.10）－9－



【第５問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問13》〜《問15》）に答えなさい。

〈© FP3級ドットコム 無断転載を禁じます〉 －10－

 X社の役員であったAさんは、2023年９⽉26⽇に病気により68歳で死亡した。Aさんの親族

関係図等は、以下のとおりである。なお、Aさんは、2020年10⽉に⼆⼥Dさんの配偶者である

Eさんを普通養⼦としている。

＜Aさんの親族関係図＞

＜Aさんの相続財産（みなし相続財産を含む）＞

3,000万円

1,000万円（「⼩規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」

適⽤後の相続税評価額）

1,000万円（固定資産税評価額）

5,000万円

2,000万円（下記の⽣命保険契約によるもの）

＜Aさんが加⼊していた⽣命保険に関する資料＞

終⾝保険

Aさん

妻Bさん

2,000万円

《設 例》

・預⾦等の⾦融資産：

・⾃宅（宅地） ：

・⾃宅（建物） ：

・死亡退職⾦ ：

・死亡保険⾦ ：

・保険の種類 ：

・契約者(=保険料負担者)・被保険者：

・死亡保険⾦受取⼈ ：

・死亡保険⾦額 ：

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問13》 Aさんの相続に関する以下の⽂章の空欄①〜③に⼊る語句の組合せとして、次のうち最
も適切なものはどれか。

i. ⻑⼥Cさんの⺠法上の法定相続分は、（ ① ）である。

ii. Aさんが所得税の確定申告書を提出しなければならない者に該当するときは、相続⼈は、原

則として、その相続の開始のあったことを知った⽇の翌⽇から（ ② ）以内に、所得税の

確定申告書を提出しなければならない。この申告を準確定申告という。

iii. Aさんの相続⼈が相続税の申告をする場合、原則として、その相続の開始があったことを知

った⽇の翌⽇から（ ③ ）以内に、相続税の申告書を提出しなければならない。

1）① ６分の１  ② ４カ⽉  ③ 10カ⽉

2）① ６分の１  ② ６カ⽉  ③ 10カ⽉

3）① ４分の１  ② 10カ⽉  ③ １年

《問14》 Aさんに係る相続税における遺産に係る基礎控除額は、次のうちどれか。

1）4,800万円

2）5,400万円

3）9,000万円

《問15》 Aさんに係る相続税における課税価格の合計額は、次のうちどれか。

1）8,000万円

2）9,000万円

3）１億500万円

3級実技（保険顧客資産相談業務 2015.10）－11－



《模範解答》

問番号 解答

第1問

問1 1

問2 3

問3 3

第2問

問4 2

問5 2

問6 3

第3問

問7 2

問8 1

問9 2

第4問

問10 3

問11 3

問12 1

第5問

問13 1

問14 2

問15 1
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